
規

則

３ ２ １ 順
路
通
所
方
法
の
別

か
ら
(

経
由
)
ま
で

か
ら
(

経
由
)
ま
で

住
居
か
ら
(

経
由
)
ま
で

区
間

・
㎞

・
㎞

・
㎞

距
離
�
片
道
�

�
�

�
概
算
�

時
間
分

時
間
分

時
間
分

所
要
時
間

(概
算
)

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
七
十
七
号

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
六
号
中｢

第
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
�｣

を｢

第
一
条
の
四
第
一
項
第
七
号
イ
�｣

に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中｢

第
一
条
第
一
項
第
五
号｣

を｢

第
一
条
の
四
第
一
項
第
四
号｣

に
改
め
、

同
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

第

十
三
号｣

を｢

第
十
二
号｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

五
十
日｣

を｢

四
十
日｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
者
に
あ

つ
て
は
三
千
六
百
九
十
円
、
そ
の
他
の
者
に
あ
つ
て
は
五
千
八
百
五
十
円(

基
本
手
当
の
日
額
が

第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
自
動
車
等
を
使
用
す
る
距
離
が
片
道
十
五
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
八
千
十
円)

別
表
二
級
地
の
項
中｢

熊
谷
市

を｢

熊
谷
市｣

に
、｢

富
士
見
市

を｢

富
士
見
市｣

に
、｢

入

岩
槻
市｣

上
福
岡
市｣

同

間
郡
大
井
町

を｢

ふ
じ
み
野
市

に
、｢

同

郡
湯
河
原
町

を｢

同

郡
湯
河
原
町｣

に
、

郡
三
芳
町｣

入
間
郡
三
芳
町｣

津
久
井
郡
城
山
町

｣
｢

西
春
日
井
郡
西
枇
杷

｢

各
務
原
市

を｢

各
務
原
市｣

に
、｢

沼
津
市

を｢

沼
津
市｣

に
、

同

郡
師
勝
町

土
岐
郡
笠
原
町｣

清
水
市｣

同

郡
清
洲
町

同

郡
新
川
町

島
町

を｢

清
須
市

に
、｢

同

郡
田
尻
町

を｢

同

郡
田
尻
町｣

に
、｢

古
賀
市｣

を

北
名
古
屋
市｣

南
河
内
郡
美
原
町｣

｣
｢

西
彼
杵
郡
高
島
町

｢

古
賀
市

に
、｢

同

郡
久
山
町

を｢

同

郡
久
山
町｣

に
、

同

郡
崎
戸
町

を｢

西
海

福
津
市｣

宗
像
郡
福
間
町｣

同

郡
香
焼
町

同

郡
伊
王
島
町｣

市｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式(

そ
の
一)

中｢50日
｣

を｢40日
｣

に
改
め
、｢又

は
炭
鉱
労
働
者
等
の
雇
用
の
安

定
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
｣

及
び

｢
(駐
・
炭
)
｣

を
削
り
、
同
様
式

(

そ
の
二)

(

表)

中

｢
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

四
九
九

告

示

○
公
印
を
改
刻
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る

件

五
〇
一

○
青
少
年
に
有
益
な
映
画
と
し
て
推
奨
す

る
件

五
〇
一

○
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定

す
る
件

五
〇
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ

い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

五
〇
二

○
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る

件

五
〇
二

○
新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
を

適
当
と
決
定
し
た
件

五
〇
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た

件

五
〇
三

○
土
地
改
良
事
業
計
画
を
適
当
と
決
定
し

た
件

五
〇
三

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

五
〇
三

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

五
〇
四

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
件

五
〇
四

公

告

○
平
成
二
十
年
度
福
島
県
職
員
採
用
選
考

予
備
試
験
を
実
施
す
る
件

五
〇
四

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
二
件

五
〇
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

五
〇
五

福
島
県
病
院
局

○
平
成
二
十
年
度
福
島
県
病
院
局
育
休
任

期
付
職
員(

看
護
及
び
助
産)

採
用
候

補
者
登
録
試
験
を
実
施
す
る
件

五
〇
六



住
居
か
ら
(

経
由
)

ま
で

区
間

乗
車
券
等

の
種
類

計 ５ ４ ３ ２

円 円 円 円 円 円

左
欄
の
乗
車

券
等
の
額

用 使 を 等 車 動 自 内 の 左

者 る あ の 間 区 る す

住
居
か
ら
訓
練
施
設
ま
で

か
ら
(

経
由
)
ま
で

か
ら
(

経
由
)
ま
で

か
ら
(

経
由
)
ま
で

か
ら
(

経
由
)
ま
で

上
記
交
通
機

関
の
運
行
回

数 上
記
交
通
機

関
の
最
寄
り

の
駅
(停
留

所
)
ま
で
の

距
離

通
所
の
た
め

利
用
で
き
る

交
通
機
関
の

有
無

・
㎞

距
離

(片
道
概
算
) １
日

往
復

片
道・
㎞

有
・
無時
間
分

所
要
時
間

(概
算
)

・
㎞

・
㎞

・
㎞

・
㎞

・
㎞

乗
車
券
等
の
種
類

計 ５ ４ ３ ２ １ 順
路

時
間
分

時
間
分

時
間
分

時
間
分

時
間
分

通
所
方
法
の
別

左
欄
の
乗

の
額

住
居
か
ら
訓
練
施
設
ま
で

か
ら
(

経
由
)

ま
で

か
ら
(

経
由
)

ま
で

か
ら
(

経
由
)

ま
で

か
ら
(

経
由
)

ま
で

住
居
か
ら
(

経
由
)

ま
で

区
間

円 円 円 円 円 円

車
券
等

・
㎞

・
㎞

・
㎞

・
㎞

・
㎞

・
㎞

距
離

(片
道
概
算
)

時
間
分

時
間
分

時
間
分

時
間
分

時
間
分

時
間
分

所
要
時
間

(概
算
)
乗
車
券
等
の
種
類

｢を

｣

｢

□

片
道
10㎞
以
上
の
者

に
、

□

通
所
不
便
の
者
の
う
ち
片
道
15㎞
以
上
の
者

を｢

□

片
道
10㎞
以
上

□

上
記
以
外
の
者

｣

□

基
本
手
当
の
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円23
番

号 告

示

福
島
県
現
金
出
納
員
印(

福

島
県
耶
麻
農
業
高
等
学
校
用)

公

印

の

名

称

印

影

福
島
県
立
耶
麻
農
業
高
等

学
校
の
現
金
出
納
員

公

印

管

理

者

の
者

に
改
め
る
。

日
額
に
係
る
級
地
区
分
が
３
級
地
で
あ
る
者
の
う
ち
片
道
15㎞
以
上
の
者
｣

第
二
号
様
式
中｢明

・
大
・
昭
｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則(

以

下｢

改
正
前
の
規
則｣

と
い
う
。)

第
一
号
様
式
に
よ
る
訓
練
手
当
受
給
資
格
認
定
申
請
書
は
、
改

正
後
の
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
訓
練
手
当
受
給
資
格
認
定
申
請
書
と

み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
に

よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

産
業
人
材
育
成
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
印

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号)

第
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
上
に
お
い
て
有
益
な
映
画
と
し
て
、
次
の
も
の
を
推
奨
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

推
奨
番
号

名

称

制
作
者
又
は
配
給
者

備

考

一
八
七

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｅ

Ａ

Ｔ
Ｒ
Ｕ
Ｅ

配
給
・
Ｇ
Ｎ
Ｄ

Ｆ

推
奨
対
象

小
学
生(

高

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｙ

ｕ
ｎ
ｄ

学
年)

、
中
学
生
、
高
校

生
、
青
年
及
び
一
般

(

人
権
男
女
共
生
課
青
少
年
育
成
室)

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
図
書
類
を
青
少
年
に
有
害
な
も
の
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

指
定
番
号

種
類

名

称

等

発

行

者

指
定
理
由

六
四
七
九

雑
誌

ｍ
ｅ
ｎ,

ｓ

ｅ
ｇ
ｇ

Ｙ
ｏ

株
式
会
社
大
洋
図
書

著
し
く
青

ｕ
ｔ
ｈ[

メ
ン
ズ
エ
ッ
グ
ユ
ー

少
年
の
性
的

ス]

ｖ
ｏ
ｌ
・
３

感
情
を
刺
激

(

１
８
６
４
２
│
８)

し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を

六
四
八
〇

雑
誌

特
冊
新
鮮
組
Ｄ
Ｘ

デ
ラ
ッ
ク
ス

８
月
号

株
式
会
社
竹
書
房

阻
害
す
る
お

(

０
６
６
８
１
│
８)

そ
れ
が
あ
る
。

六
四
八
一

コ
ミ

熱
愛
ハ
プ
ニ
ン
グ

芸
能
人
＆
ア

株
式
会
社
コ
ア
マ
ガ

ッ
ク

イ
ド
ル
の
真
相

ジ
ン

(

５
３
４
５
１
│
２
９)

六
四
八
二

コ
ミ

家
庭
ミ
ス
テ
リ
ー

８
月
号

株
式
会
社
ぶ
ん
か
社

著
し
く
青

ッ
ク

(

０
２
２
９
１
│
８)

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
及
び
著

し
く
青
少
年

の
自
殺
又
は

犯
罪
を
誘
発

し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を

阻
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
。
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六
四
八
三

雑
誌

バ
イ
キ
チ
２
０
０
８

Ａ
ｕ
ｇ
ｕ

株
式
会
社
イ
ー
ジ
ー

著
し
く
青

ｓ
ｔ

ｖ
ｏ
ｌ
・
２
２

０
８

・
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

少
年
の
自
殺

(

０
７
４
２
３
│
０
８)

又
は
犯
罪
を

誘
発
し
、
そ

六
四
八
四

雑
誌

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド

８
月
号

株
式
会
社
笠
倉
出
版

の
健
全
な
育

(

０
６
２
３
１
│
０
８)

社

成
を
阻
害
す

る
お
そ
れ
が

あ
る
。

(

人
権
男
女
共
生
課
青
少
年
育
成
室)

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

年
八
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
相
馬
市
産
業
部
商
工
振
興
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

桜
ヶ
丘
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

相
馬
市
中
村
字
桜
ヶ
丘
百
七
十
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
相
馬
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

(
商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

計
量
法(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

査

場

所

岩
瀬
郡
鏡
石
町

非
自
動
は
か
り(

計
量
法

九
月
一
日

鏡
石
町
役
場

施
行
令(

平
成
五
年
政
令

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

第
三
百
二
十
九
号)

第
五

同
三
時
三
〇
分
ま
で

条
第
一
号
又
は
第
二
号
に

同

郡
天
栄
町

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以

九
月
二
日

天
栄
村
湯
本
体
育

下
同
じ
。)

、
分
銅
及
び

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

館

お
も
り

同
一
〇
時
三
〇
分
ま
で

同

天
栄
村
体
育
館

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

同
三
時
三
〇
分
ま
で

須
賀
川
市

九
月
三
日

長
沼
支
所
桙
衝
出

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

張
所

同
一
一
時
三
〇
分
ま
で

同

長
沼
保
健
セ
ン
タ

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

ー

同
三
時
三
〇
分
ま
で

九
月
四
日

岩
瀬
農
村
環
境
改

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

善
セ
ン
タ
ー

同
一
一
時
三
〇
分
ま
で

九
月
八
日

仁
井
田
公
民
館

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

ら同
一
一
時
三
〇
分
ま
で

同

大
東
公
民
館

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら

同
二
時
三
〇
分
ま
で

九
月
九
日

産
業
会
館

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

ら午
後
二
時
三
〇
分
ま
で

九
月
一
〇
日

同

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

ら午
後
二
時
三
〇
分
ま
で
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路
線
名

区

間

変
更
前
変

更
後
の
別

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

九
月
一
一
日

同

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か

ら午
後
二
時
三
〇
分
ま
で

右
に
掲
げ
る
市

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右

九
月
一
二
日
か
ら
一
〇
月

福
島
県
計
量
検
定

町
村

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

一
〇
日
ま
で(

土
曜
日
、

所

も
の

日
曜
日
及
び
祝
祭
日
を
除

く
。)午

前
一
〇
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

二

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則(
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検

査

区

域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

査

の

期

日

須
賀
川
市
、
岩
瀬
郡
鏡

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

一
一
月
四
日
か
ら
一
二
月
二

石
町
、
同
郡
天
栄
村

二
日
ま
で(

土
曜
日
、
日
曜

日
及
び
祝
祭
日
を
除
く
。)

(

計
量
検
定
所)

福
島
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
岡
町
土
地
改
良
区
が
清
水
地
区
農
山
漁
村
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援

交
付
金
事
業(

基
盤
整
備)

に
係
る
新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決

定
し
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
年
八
月
四
日

(

二
十
二
日
間)

同

月
二
十
五
日

三

縦
覧
の
場
所

双
葉
郡
富
岡
町
役
場

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

西
側
地
区
に
係
る
県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。

こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
年
八
月
四
日
か
ら

(

二
十
二
日
間)

同

月
二
十
五
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
会
津
郡
南
会
津
町
役
場

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
で
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
春
町
が
実
沢
細
田
地
区
に
係
る
農
山
漁
村
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

支
援
交
付
金
事
業(

基
盤
整
備)

を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
年
八
月
四
日
か
ら

(

二
十
二
日
間)

同

月
二
十
五
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

田
村
郡
三
春
町
役
場

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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国
道
二
八
九
号

路

線

名

県
道
日
立

い
わ
き
線

路
線
名

い
わ
き
市
後
田
町
字
柳
町

一
〇
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
後
田
町
字
石
田

六
七
番
一
地
先
ま
で

い
わ
き
市
後
田
町
字
柳
町

一
〇
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
後
田
町
字
石
田

六
七
番
一
地
先
ま
で

い
わ
き
市
中
岡
町
六
丁
目

一
〇
番
一
三
地
先
か
ら

同

市
佐
糖
町
字
八
反

田
二
七
番
二
地
先
ま
で

区

間

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
真
船
字
高
清
水
一
四
番
二
地

先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
真
船
字
高
清
水
一
四
番
二
地

先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

二
九
・
〇
〜

三
〇
・
五

Ａ

二
九
・
〇
〜

四
九
・
〇

Ｂ

八
・
七
〜

三
〇
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

九
六
・
〇

九
六
・
〇

二
一
〇
八
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
〇
年
八

月
一
日

供

用

開

始

の

期

日

県
道
日
立
い
わ
き
線

路

線

名

公

告
い
わ
き
市
後
田
町
字
柳
町
一
〇
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
東
田
町
二
丁
目
二
〇
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
〇
年
八

月
一
日

供

用

開

始

の

期

日

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

土
地
区
画
整
理
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

土
地
区
画
整
理
組
合
の
名
称

会
津
坂
下
町
坂
下
西
第
二
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
務
所
の
所
在
地

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
字
中
岩
田
二
千
七
番
地

三

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
年
十
二
月
八
日

四

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
二
十
四
日

(

ま
ち
づ
く
り
推
進
課)

公
告
第
四
百
二
十
四
号

平
成
二
十
年
度
福
島
県
職
員
採
用
選
考
予
備
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

試
験
を
実
施
す
る
職
種

福
祉
、
職
業
訓
練
指
導
員(

電
気)

、
職
業
訓
練
指
導
員(

機
械)

二

試
験
期
日

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日(

金)

三

受
験
申
込
受
付
期
間

平
成
二
十
年
八
月
四
日(

月)

か
ら
同
月
二
十
九
日(

金)

ま
で

平成20年８月１日 金曜日 福 島 県 報 第2001号 504



四

受
付
窓
口
及
び
問
い
合
わ
せ
先

１

福
祉

福
島
県
保
健
福
祉
部
保
健
福
祉
総
室
保
健
福
祉
総
務
課(

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

電
話

(
〇
二
四)

五
二
一
│
七
二
一
九)

２

職
業
訓
練
指
導
員(

電
気)

、
職
業
訓
練
指
導
員(

機
械)

福
島
県
商
工
労
働
部
商
工
労
働
総
室
商
工
総
務
課(

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

電
話(

〇

二
四)
五
二
一
│
七
二
六
九)

(

人

事

課)

公
告
第
四
百
二
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
十
八
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
県
も
り
の
案
内
人
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

永
田

壯
三

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
西
ノ
宮
十
三
番
地
の
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
県
民
と
共
に
も
り
の
未
来
の
あ
り
方
を
考
え
、
も
り
と
共
生
す
る
自
然
環
境
づ
く
り

を
目
的
と
す
る
。

(
文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
二
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
県
キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

駒
木
根

昭

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
池
ノ
台
十
五
番
十
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
勤
労
・
勤
勉
意
欲
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
能
力
開
発
と
就
職
支
援
や
、
学
校
で

行
う
職
業
教
育
な
ど
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
二
十
七
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

郡
山
市
東
部
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

植
田

英
一

郡
山
市
田
村
町
細
田
字
宿
七
三
番
地

同

佐
々
木
八
重
�

同

市
阿
久
津
町
字
舘
側
一
三
番
地

同

宍
戸

捨
夫

同

市
西
田
町
丹
伊
田
字
万
才
光
内
五
三
一
番
地

同

小
川

桝
一

同

市
中
田
町
下
枝
字
五
百
目
五
五
七
番
地

同

大
久

三
雄

同

市
西
田
町
丹
伊
田
字
舘
二
六
六
番
地

同

馬
場

猪
吉

同

市
田
村
町
小
川
字
角
生
内
四
四
番
地

同

橋
本

清

同

市
中
田
町
高
倉
字
小
堤
一
一
八
番
地

同

橋
本

房
夫

同

市
富
久
山
町
堂
坂
字
堂
坂
一
七
九
番
地

同

松
崎

光
喜

同

市
西
田
町
木
村
字
寺
ノ
前
五
八
番
地
の
三

同

熊
田

七
郎

同

市
中
田
町
海
老
根
字
北
向
三
八
番
地

同

遠
宮

易
貞

同

市
田
村
町
上
行
合
字
亀
河
内
一
三
四
番
地

同

伊
藤

好
三

同

市
中
田
町
赤
沼
字
中
井
田
三
一
番
地

同

橋
本

勝
男

同

市
西
田
町
三
町
目
字
栢
作
一
一
五
番
地

同

猪
腰

力
治

同

市
田
村
町
金
沢
字
烏
ヶ
内
一
三
三
番
地
の
二

同

國
分

孝
信

同

市
中
田
町
上
石
字
舘
三
○
一
番
地

同

酒
井

斫

同

市
白
岩
町
字
堺
之
内
一
八
五
番
地
の
一

同

八
木
田
宗
保

同

市
西
田
町
鬼
生
田
字
町
三
九
九
番
地

監
事

渡
邉

一
朗

同

市
田
村
町
谷
田
川
字
北
表
一
八
番
地

同

三
瓶

博

同

市
中
田
町
上
石
字
国
見
八
一
番
地

同

古
宮

恒
男

同

市
西
田
町
三
町
目
字
竹
ノ
内
二
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

植
田

英
一

郡
山
市
田
村
町
細
田
字
宿
七
三
番
地

同

佐
々
木
八
重
�

同

市
阿
久
津
町
字
舘
側
一
三
番
地
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福
島
県
病
院
局

同

宍
戸

捨
夫

同

市
西
田
町
丹
伊
田
字
万
才
光
内
五
三
一
番
地

同

小
川

桝
一

同

市
中
田
町
下
枝
字
五
百
目
五
五
七
番
地

同

馬
場

猪
吉

同

市
田
村
町
小
川
字
角
生
内
四
四
番
地

同

大
久

三
雄

同

市
西
田
町
丹
伊
田
字
舘
二
六
六
番
地

同

熊
田

七
郎

同

市
中
田
町
海
老
根
字
北
向
三
八
番
地

同

橋
本

勝
男

同

市
西
田
町
三
町
目
字
栢
作
一
一
五
番
地

同

橋
本

清

同

市
中
田
町
高
倉
字
小
堤
一
一
八
番
地

同

伊
藤

好
三

同

市
中
田
町
赤
沼
字
中
井
田
三
一
番
地

同

猪
腰

力
治

同

市
田
村
町
金
沢
字
烏
ヶ
内
一
三
三
番
地
の
二

同

國
分

孝
信

同

市
中
田
町
上
石
字
舘
三
○
一
番
地

同

酒
井

斫

同

市
白
岩
町
字
堺
之
内
一
八
五
番
地
の
一

同

八
木
田
宗
保

同

市
西
田
町
鬼
生
田
字
町
三
九
九
番
地

同

熊
田

貞
克

同

市
田
村
町
上
行
合
字
亀
河
内
一
五
○
番
地

同

村
越
太
征
雄

同

市
富
久
山
町
南
小
泉
字
石
舟
二
一
番
地

同

増
子

安
弥

同

市
西
田
町
根
木
屋
字
北
山
九
四
番
地

監
事

渡
邉

一
朗

同

市
田
村
町
谷
田
川
字
北
表
一
八
番
地

同

三
瓶

博

同

市
中
田
町
上
石
字
国
見
八
一
番
地

同

古
宮

恒
男

同

市
西
田
町
三
町
目
字
竹
ノ
内
二
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
１
３
号

平
成
20年
度
福
島
県
病
院
局
育
休
任
期
付
職
員
(看
護
及
び
助
産
)
採
用
候
補
者
登
録
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
｡

平
成
20年
８
月
１
日

福
島
県
病
院
事
業
管
理
者
茂
田
士
郎

１
試
験
を
実
施
す
る
職
種

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
(平
成
３
年
法
律
第
110号

)
第
６
条
第
１
項
第
１

号
の
規
定
に
よ
る
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
職

２
登
録
予
定
人
員

看
護
15名
程
度

助
産
２
名
程
度

３
試
験
期
日

平
成
20年
９
月
７
日
(日
)

４
受
験
申
込
受
付
期
間

平
成
20年
８
月
１
日
(金
)
か
ら
同
年
９
月
１
日
(月
)
ま
で

５
受
付
窓
口
及
び
問
い
合
わ
せ
先

福
島
県
病
院
局
病
院
総
務
課
(福
島
市
中
町
８
番
２
号
電
話
(024)

521-7226)
(病
院
総
務
課
)
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